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２．一般社団法人 新潟アルビレックス女子バスケットボールクラブ 

 戒告処分とし、再発防止策について報告書を提出させる。 

 

（理由） 

2016 年 8 月 25 日にチームの統括担当理事長崎俊也氏は、小松さやか選手より

交通事故を起こしたとの報告を受けたものの事故の詳細を把握せず、結果とし

て 10 月 24 日の被害者訪問まで対応が遅れた。この間、被害者のツイッターに

より、選手の対応に不満を有しているとの情報が社会的に流出した。 

交通事故を起こした上、何も確認せず立ち去るという行為は、場合によっては

甚大な被害や大きな社会問題に発展するおそれのある事象であり、同クラブの

選手に対する日頃の指導監督に不行き届きがあったと判断せざるを得ない。 

よって上記の結論に至った次第である。 
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